
報告事項（３） 

鳥取市職員の新型コロナウイルス感染症の陽性判明及び教育委員会事務局の業

務対応について 

 令和４年１月１２日(水)、本市職員（本庁５階 教育委員会事務局職員）に新

型コロナウイルス感染症陽性者が確認されたことに伴う対応等について報告し

ます。 

１．経過及び対応 

感染拡大防止の観点から、下記のとおり対応を行いました。 

①陽性者の判明後、１月１２日(水)に５階フロアを消毒。 

②教育委員会事務局（本庁舎５階北側）の職員全員を対象に１月１３日（木）

にＰＣＲ検査を実施。 

③教育委員会事務局については、全ての職員が検査中のため、１月１３日(木)

は窓口業務を停止。本庁舎以外の教育委員会事務局職員による電話での対応。 

本庁舎の教育委員会事務局以外の部署は通常通り開庁。 

２．業務再開について 

令和４年１月１３日（木）の１４時までに、検査実施者 71 名全員の陰性が確

認されたため、１月１３日（木）の１５時３０分から通常業務を再開しました。 
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